
観光地・観光産業における⼈材不⾜対策事業

特設Webサイトからの⼿順

観光地・観光産業における⼈材不⾜対策事業 事務局
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特設Webサイトへのアクセス01.
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特設Webサイトには、公募要領や必要な申請書類、補助対象となる具体例、申請フ
ローやFAQなどが記載されているため、内容をよくご確認ください。

特設Webサイトへのアクセス01.
観光地・観光産業における⼈材不⾜対策事業
特設Webサイト https://kanko-jinzai.go.jp/ へアクセスしてください。

Step

2

https://kanko-jinzai.go.jp/


公募要領の確認02.
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公募要領の確認02.
公募要領には公募全体の進め⽅、経費対象となる内容や計画申請に必要な書類等の要
点が記載されているため、よくご確認ください。公募要領は特設Webサイトよりダウ
ンロード可能です。

Step

4

このボタンを押すと
PDFがダウンロードされます。

公募のポイントは、特設Webサイトに掲載の動画でもご紹介予定です。
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計画申請の書類提出までの⼿順03.
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計画申請の書類提出までの⼿順03.
以下が計画申請の書類提出、計画審査までの流れになります。
詳細⼿順を次ページ以降の04〜07章でご説明します。

2024年5⽉14⽇(⽕)を⽬途に、計画申請⼿順が06章に記載のメール送付から電⼦申 請に変更とな
る予定です。なお、電⼦申請していただく内容は04章Step2でご準備 いただく内容から変更はござ
いません。変更後の⼿順詳細については本⼿引きを 更新し、特設Webサイトに掲載しますので、
そちらをご確認ください。 

Step

特設Webサイトから
公募要領と計画申請
様式をダウンロード
し、計画申請に必要
な書類準備を進めて
ください。

計画申請書類の準備
が完了したら、特設
Webサイトの参加申
込フォームに必要項
⽬を⼊⼒し申し込み
を⾏ってください。

フォーム送信後に事
務局から送付される
メールの指⽰に従っ
て、計画申請書類を
添付の上、メールを
送信してください。

申請を受けて、公募
締切⽇の翌営業⽇よ
り事務局が計画審査
を開始します。審査
完了後に審査結果を
お知らせします。

計画審査の結果、採
択となった場合は交
付申請の⼿続に移り
ます。交付申請につ
いては別途お知らせ
します。
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計画申請の書類準備04.



【様式１】事業計画書
【様式２】費⽤概算書
【任意様式】設備等導⼊前の写真
【任意様式】有価証券報告書・⼼のバリアフリー制度認定証

計画申請の書類準備04.
以下の様式が含まれるExcelファイル（計画申請様式）を
特設Webサイトよりダウンロードしてください。

Step 1.

8

このボタンを押すと
ファイルがダウンロードされます。



Step1でダウンロードした計画申請様式の作成、各種証跡や⾒積書等その他申請書類の
準備をしてください。詳細は公募要領の「提出書類」の項⽬を必ずご確認ください。
※その他申請書類の例：旅館業法の許可証の写し / 宿泊業の⾼付加価値化のための経営ガイドライ

ンに基づく登録制度に登録されている、または登録申請中である証跡 / 地域（DMO、地⽅公共団
体等）と連携した取組が把握できる資料 / ⾒積書・相⾒積書 / カタログ等 / その他、申請内容を
補⾜する参考資料

計画申請の書類準備04.
Step 2.

【様式1】

※ピンク⾊の枠に必要事項を記⼊してください。

室 %

約 3,000 ⼈／年 約 800 ⼈／年 約 ⼈／年

15 ⼈ 5 ⼈ ⼈

ポストコロナを⾒据えた受⼊環境整備促進事業補助⾦
【「観光地・観光産業における⼈材不⾜対策事業」事業計画書】

①
実
施
主
体

事業者名 株式会社XXX 代表者名（役職） XX XX（代表取締役社⻑）

郵便番号
※半⾓・ハイフン無しで⼊⼒すること。
1234567 所在地 XX県XX市XX1-1-1 XXビル

客室数 10 客室稼働率
（2023年） 70

⾼付加価値化ガイドライン
登録状況等 登録済み（⾼付加価値経営旅館等）

担当者⽒名
※フルネームで記載すること。
XX XX

電話番号
※半⾓・ハイフン無しで⼊⼒すること。
0123456789 メールアドレス

※半⾓で⼊⼒すること。
XX@XXX

※地域（DMO、地⽅公共団体等）と連携し、地域⼀体での求⼈活動等、⼈⼿不⾜解消のための具体的な取組を⾏っていること。関連するパンフレット等があれば、添付する
こと。
XXDMOの会員として、⼈⼿不⾜解消に取り組んでいる。
具体的には、DMOにおいて求職者を対象とした宿泊施設の求⼈情報の発信のほか、DX推進による業務効率化に取り組んでいる。
当社では、DMOが開催するDXセミナーに参加し、業務効率化に向けた理解を深め、取組の推進を検討している。

他の補助制度等の活⽤有無 なし

活⽤している/活⽤予定の補助⾦
※「活⽤している」または

「活⽤を予定している補助⾦あり」
の場合記⼊

※他の補助⾦等と補助対象が重ならないよう、施設の位置づけを調整する等の対応が必要となる場合があります。なお、補助対象事業が明確に異なる場合、他の補助制度等を活⽤いただくことも可能です。
  「補助⾦等に係る予算の執⾏の適正化に関する法律」等をご参考の上、他の補助制度等の利⽤状況を記⼊下さい。

年間宿泊客数
（2023年）

国内旅⾏者数 訪⽇外国⼈旅⾏客数 総計

3,800

従業員数
（臨時雇⽤を含む）

⽇本国籍 外国籍 総計
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円/⼈・⽉

従業員の賃⾦（⽬標）
※業務効率化による⽣産性向上
を⾒据えて、従業員の賃⾦上昇を

⽬指すこと

円/⼈・⽉

③
事
業
⽬
的

効率化したい業務内容（現状）

※効率化したい業務内容の現状を詳細に記載すること。（どういった時間帯で、どれほどの⼈数をかけて、どれほどの時間・負担がかかっているのか等）
・チェックイン・チェックアウトの対応は、すべて従業員が⼈⼒で対応しおり、チェックアウト・チェックインが集中する朝と⼣⽅時間帯は2⼈が常駐し対応している。館内の案内等を含め
⼀⼈当たり5分程度の対応時間を要しており、宿泊客の待ち時間も発⽣している。
・レストランでの対応は、すべて従業員が⼈⼒で対応しており、案内から注⽂確認、調理、配膳、精算対応、⾷器洗いに時間を要している。特に朝⾷は7時〜8時の1時間に宿泊
者が集中するため、従業員5⼈体制で対応しても、宿泊客の待ち時間が発⽣している。
※効率化したい業務内容の現状を詳細に記載すること。（どういった時間帯で、どれほどの⼈数をかけて、どれほどの時間・負担がかかっているのか等

効率化するために
導⼊するシステム、設備及び備品等の

概要

②
施
設
情
報

施設名 XXホテル 郵便番号
※半⾓・ハイフン無しで⼊⼒すること。
1234567

所在地 XX県XX市XX1-1-1

※どういったシステム、設備及び備品等を導⼊するのか、導⼊することで、どのような効果が⽣まれるのかを記載すること。
・チェックイン・チェックアウトシステムの導⼊：多⾔語対応のチェックイン・チェックアウトシステムを導⼊し、宿泊客の操作による⾃動チェックイン・⾃動チェックアウトを可能とすること
で、受付の省⼈化を図る。
・配膳ロボット及び⼤型⾷器洗い機の導⼊：配膳ロボットと⼤型⾷器洗い機を導⼊し、配膳と⾷器洗いの省⼈化を⽬指す。

現在の作業時間 4 時間/⽇・⼈ 導⼊後の作業時間（想定） 4 時間/⽇・⼈

地域と連携した外国⼈宿泊者数を向
上させるための取組状況

※地域（DMO、地⽅公共団体等）と連携し、訪⽇外国⼈宿泊者数を向上させるための取組状況について記載すること。関連するパンフレット等があれば、添付すること。
XXXDMOの会員として外国⼈宿泊者数の向上に取り組んでいる。
具体的には、DMOにおいて外国⼈観光客向けのパンフレット作成のほか、海外で開催される商談会への出展、海外メディアへの情報提供に取り組んでいる。
当社では、HPの多⾔語対応に取り組んでいる。

地域と連携した⼈⼿不⾜解消のための
取組状況

※システム、設備及び備品等の導⼊により業務が効率化された結果、どのような効果が⾒込まれるのかを記載すること。
・チェックイン・チェックアウトシステムの導⼊：宿泊客の操作による⾃動チェックイン・⾃動チェックアウトを可能とすることで、受付への配員を減らし、他の業務に従事させることが可
能になる。また、多⾔語対応であるため、外国⼈宿泊客の利便性・満⾜度向上にも寄与する。
・配膳ロボット及び⼤型⾷器洗い機の導⼊：配膳及び⾷器洗いへの配員を減らし、宿泊客の案内、注⽂確認を効率的なものとする。宿泊客の待ち時間が短縮され、満⾜度向
上に寄与する。

250,000 270,000

対応⼈員数 8 ⼈/⽇ 導⼊後の対応⼈員数（想定） 4 ⼈/⽇

導⼊した結果、期待される効果

従業員の賃⾦（現状）
※業務効率化による⽣産性向上を

⾒据えて、従業員の賃⾦上昇を
⽬指すこと
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参加申込フォーム05.



参加申込フォーム05.
計画申請様式の作成、その他申請書類の準備が完了したら、特設Webサイトの参加申
込フォームへアクセスしてください。

Step 1.

11

このボタンを押すと
参加申込フォームに遷移します。



05.
参加申込フォームより、以下の必須項⽬を⼊⼒し、フォーム下部の「確認画⾯へ」を
クリックしてください。(Step3の確認画⾯に進みます)

Step 2.
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1回の申請で1施設まで申請が可能です。(例えば3施設分申請を⾏う場合には、
3回に分けて申請を⾏ってください。)

法⼈の場合は正式名称を
記載してください。

正式名称を記載してください。

メールアドレス / 電話番号は事務局
からご連絡する際に必要となります
ので、お間違いのないようにお願い
します。

参加申込フォーム

このボタンを押すと
確認画⾯に遷移します。



参加申込フォーム05.
確認画⾯で⼊⼒内容を確認し、「申し込む」をクリックしてください。
これで参加申込は完了です。

Step 3.
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05.
Step

このボタンを押すと
参加申込フォームが送信されます。



参加申込フォームの送信だけでは計画申請は終わりではありません。公募期間終
了(⼀次公募の場合、2024年5⽉31⽇(⾦)17:00)までに計画申請の書類提出が必要で
す。

05.
Step3の参加申込フォームの送信後、⼊⼒いただいたメールアドレス宛に計画申請の
ご案内をお送りします。お送りするメールの内容に従って、引き続き申請⼿続を⾏っ
てください。(06章 計画申請書類のメール送付に進みます。)

Step 4.

14

万が⼀、メールが届かない場合には、特設Webサイトのお問い合わせフォーム、また
はお電話にてお問い合わせください。

参加申込フォーム
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計画申請書類のメール送付06.



万が⼀、メールが届かない場合には、特設Webサイトの
お問い合わせフォームまたはお電話にてお問合せください。

計画申請書類のメール送付06.
参加申込フォームの送信後、事務局から送付する以下2通のメールの受信を
ご確認ください。

Step 1.

16

① 参加申込受領確認メール ※参加申込フォーム受付後すぐに送付（⾃動返信）
件名：参加申込受付のご連絡（観光地・観光産業における⼈材不⾜対策事業 事務局）
送信元メールアドレス： kanko_jinzai_support@kanko-jinzai-shinsei.jp

②計画申請のご案内メール ※①の受信後、3営業⽇以内を⽬途に送付
件名：計画申請の⼿続きに関するご案内（観光地・観光産業における⼈材不⾜対策事業 事務局）
送信元メールアドレス： kanko_jinzai_support@kanko-jinzai-shinsei.jp



計画申請書類のメール送付06.
計画申請様式(Excelファイル)内の「提出書類チェックリスト」シートを活⽤して、 04章
で作成・準備した計画申請様式及びその他申請書類を確認し送付を準備してください。

Step 2.
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送信元メールアドレス：※計画申請のご案内メールを受信したメールアドレスをご使⽤ください
宛先メールアドレス ：kanko_jinzai_support@kanko-jinzai-shinsei.jp
メール件名 ：Re:計画申請の⼿続きに関するご案内（観光地・観光産業における⼈材不⾜対策事業 事務局）
メール件名 ：※②計画申請のご案内メールにご返信ください
メール本⽂ ：任意
添付ファイル名 ：任意

公募期間中(⼀次公募の場合、2024年5⽉31⽇(⾦)17:00まで)に、
ここまで実施いただく必要があります。

計画申請書類のメール送付06.
「②計画申請のご案内メール」の内容に従って、計画申請様式及びその他申請書類を
添付の上、②計画申請のご案内メールに返信する形で以下のとおりメールをお送りく
ださい。なお、計画申請様式はPDF化せずにExcel形式のままご提出ください。

Step 3.
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再提出があった場合、計画審査開始後にすべての申請書類が揃った時点から審査
開始となります。

申請書類の不備や未提出等がある場合、事務局より再提出のご依頼を致しますので、
迅速なご対応をお願いします。
※計画審査開始前でも、提出いただいたタイミングから順次ご連絡します。

Step3のメールを送付いただいた後に、事務局から以下メールの受信をご確認ください。

③ 計画申請受領確認メール
件名：計画申請受付のご連絡（観光地・観光産業における⼈材不⾜対策事業 事務局）
送信元メールアドレス：kanko_jinzai_support@kanko-jinzai-shinsei.jp

万が⼀、メールが届かない場合には、特設Webサイトのお問い合わせフォームまたは
お電話にてお問合せください。

計画申請書類のメール送付06.
Step 4.

19



20

計画審査07.



公募締切⽇の翌営業⽇より計画審査を開始します。
※⼀次公募の場合は2024年6⽉3⽇(⽉)から開始します。

計画審査07.
Step

21

申請書類の不備や未提出等がある場合、事務局より再提出のご依頼を致しますので、
迅速なご対応をお願いします。
※計画審査開始前でも、提出いただいたタイミングから順次ご連絡します。

計画審査開始後、10営業⽇以内を⽬途に審査を⾏い、審査完了後に事務局より
審査結果をメールで通知します。
※⼀次公募の場合、2024年6⽉17⽇(⽉)頃を⽬途にご連絡いたします。

再提出があった場合、計画審査開始後にすべての申請書類が揃った時点から審査
開始となります。

個別の審査結果についてはお答えできません。

応募状況等により、審査結果通知のスケジュールは前後する可能性がございます。

計画審査の結果、採択となった場合は交付申請の⼿続に移ります。交付申請に必要な書類や
⼿続⽅法については別途、交付申請の⼿引きにてお知らせします。
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よくある質問08.



08. よくある質問

23

特設Webサイトにてよくあるご質問をご確認いただけます。
また、その他FAQもPDFでダウンロードできますので、ご確認ください。
https://www.kanko-jinzai.go.jp/#faq

「1事業者あたり3施設を上限とする」という規定について、詳細を教えてください。
申請事業者が複数の宿泊施設を経営している場合、1事業者につき3施設まで申請することが可能です。複数の施設で
申請する場合、各施設ごとに申請する必要があります。

⼆次公募も予定しているとのことですが、⼀次公募・⼆次公募の両⽅に応募することは可能ですか。
1事業者3施設までであれば、⼀次公募・⼆次公募の両⽅に応募いただくことは可能です。ただし、応募が可能なのは
1施設につき1回のみです。

他の補助⾦との併⽤は可能ですか。
同⼀の補助対象について、国費を財源とする他の補助⾦等を併⽤することは認められません。ただし、補助対象が明
確に異なる場合は、他の補助⾦等を併⽤いただくことも可能です。詳しくは併⽤を検討している補助⾦事業等の実施
者にご確認ください。

事業計画の採択によって、補助⾦の交付が決定しますか。
申請事業者が複数の宿泊施設を経営している場合、1事業者につき3施設まで申請することが可能です。複数の施設で
申請する場合、各施設ごとに申請する必要があります。
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宿泊業の⼈材不⾜対策・業務効率化に資する
設備・サービスの導⼊を⽀援します

観光地・観光産業における⼈材不⾜対策事業 事務局

※公募要領および特設Webサイト内の掲載情報をご確認のうえ、
ご不明点があればお問い合わせください

※回答にはお時間がかかる場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください

ご質問等ある際は特設Webサイト https://kanko-jinzai.go.jp/
のお問い合わせフォームよりお問い合わせいただけます。

Tel : 0570-088015
受付時間:09:30〜17:30 (⼟⽇祝⽇及び年末年始を除く)

https://kanko-jinzai.go.jp/

